
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（６月定例会） 
          

日時：令和６年６月 18日（火）午後１時 30分から 

 

１ 岐部会長あいさつ 

 

２ 鈴木区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について           （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 第 74回「社会を明るくする運動」について 

【情報提供・協力依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２） 共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について 

【確認依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（３） 「ひきこもり相談専用ダイヤル」チラシの掲出について 

【掲出依頼】（健康福祉局ひきこもり支援課） 

 

（４） よこはまテレビ・プッシュの開始について 

【情報提供】（総務局緊急対策課） 

 

（５） 共助の取組支援セミナーについて       【情報提供】（総務課） 

 

（６） 緊急時情報受伝達システムの発信訓練の実施について 

【情報提供】（総務課） 

 

 



（７） 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と「線引き 

（市街化区域と市街化調整区域の区域区分）見直し」都市計画市素案 

の説明会開催等について           【情報提供】（区政推進課）  

 

（８） 災害時要援護者名簿の年次更新及び個人情報の保護と活用に関する 

  研修会の開催について           【参加依頼】（福祉保健課） 

 

（９） 第５期かながわ支え愛プラン（神奈川区地域福祉保健計画）地区別 

計画の策定について            【協力依頼】（福祉保健課） 

 

（10）「第 18回わが町かながわマナー違反一掃作戦」について 

 【参加依頼・掲出依頼（８月）】（地域振興課資源化推進担当） 

    

（11）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（地域振興課） 

 

（12）令和６年度住みよいまちづくり活動助成金の申請について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

※（４）は市連会からの議題です。 

 

 
 
 

 
≪７月定例スケジュール≫ 
 

・７月区連定例会の開催について         （地域振興課） 

◇日 時：令和６年７月 18日（木）13時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

    

・７月の配送便（白袋）について            （地域振興課） 

   ７月の配送便（白袋）は 25日（木）までに送付予定です。 
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議  題 

 

１ 第 74回「社会を明るくする運動」について 

 

 
第 74回「社会を明るくする運動」を実施いたします。 

以下①から④の実施内容について、ご多忙のおり大変恐縮ではございますが、できる

範囲でのご協力をお願いいたします。 
６月下旬頃、各地区の保護司が資料や啓発ポスターをお届けに参ります。その際にご

相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  
 
① 地区懇談会（ミニ集会）の開催 

地域住民の連帯を強め、非行等を犯した人たちのたちなおりを助けることへの理解と 
参加を促すために行う懇談会です。 
② 街頭キャンペーン（ＪＲ東神奈川駅周辺） 

令和６年７月 19日（金）15:00～16:00実施予定 

③ 啓発ポスター（Ａ４サイズ）の周知協力 

④ 講演会の開催（令和６年 10月 18日実施予定） 

 
【参考資料】 

・自治会・町内会あて依頼文 

・啓発ポスター（Ａ４）『生きる力 支える力』（資料持込み） 

 

 

 
【問合せ先】 

神奈川保護司会事務局（神奈川区社会福祉協議会内） 担当：井野 

電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供

協力依頼 
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２ 共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について 

 

 

共同募金運動が 10月から始まることに伴い、各自治会町内会長様に資材の必要数の確

認をさせていただきます。併せて令和７年度の日赤会費募集資材の確認もさせていただ

きたくよろしくお願い申し上げます。 

 

【依頼文等の配布方法】 

６月下旬頃、各自治会町内会長様あてに区社会福祉協議会の事務局から直接、依頼文

書等をお送りいたします。 

【回答期限】  

令和６年７月 17日（水） 

【添付資料】  

（1）共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について（依頼文） 

（2）令和６年度共同募金・令和７年度日赤資材数確認票 

(3) 共同募金資材一覧・日赤資材一覧 

 

 

 

【問合せ先】 

神奈川県共同募金会神奈川区支会事務局 担当：田邊・後藤 

  日赤神奈川区地区委員会事務局 担当：菅原・後藤 

    （神奈川区社会福祉協議会内）電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

 

 

３ 「ひきこもり相談専用ダイヤル」チラシの掲出について 

            

 
ひきこもりでお悩みのご本人やそのご家族からの相談をお受けする「ひきこもり相談

専用ダイヤル」を、より多くの方に知っていただくため、チラシを作成しました。 
つきましては、６月の配送便にてチラシをお送りいたしますので、掲示板への掲出を

お願いいたします。 
 
 
【問合せ先】 

健康福祉局 ひきこもり支援課 担当：加藤  電話：752-8463  FAX：664-0403 

確認依頼 

掲出依頼 
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４ よこはまテレビ・プッシュの開始について 

 
災害時の情報をテレビでお知らせするサービス「よこはまテレビ・プッシュ」を開始

しました。そして、「よこはまテレビ・プッシュ」の利用開始時にかかる初期費用を、横

浜市が全額補助します。 

つきましては、参考までに６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１

部お送りいたします。 

 

 

【問合せ先】 

総務局 緊急対策課 担当：山本・若狭  電話：671-2143  FAX：641-1677 

 

 

 

５ 共助の取組支援セミナーについて 

 

 
  自治会・町内会等の防災担当者を対象とした、「町の防災組織」の共助の取組を支援す 

るセミナーについてご案内します。 
  自治会等で抱える防災のお悩みを防災の専門家や他自治会等に相談ができるほか、能 
登半島地震のボランティア状況についても紹介します。 
６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたしますので、役員

や防災担当の方へご共有をお願いします。 
 
【参加対象者】 

  自治会・町内会の防災担当者 
【場所・日時】 

区役所地下１階機能訓練室 定員 20名 

① ７月 26日（金）10：00～12：00  

② ７月 27日（土）10：00～12：00  

  ※両日ともに同じ内容で実施します。 

 

 

【問合せ先】 

総務課 防災担当：木和田・河合  電話：411-7004 FAX：324-5904 

 

情報提供 

情報提供 
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６ 緊急時情報受伝達システムの発信訓練の実施について 

 

 
神奈川区では、令和２年度から避難指示などの情報を一斉にお知らせする「緊急時情

報受伝達システム」を運用していますが、令和６年７月 31 日(水)に登録情報を使用した

発信訓練を実施いたします。 
つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてに依頼文をお送りいたします。

各会１部同封しますので各自治会、町内会の御登録者様へ共有をお願いいたします。 
 
【訓練実施日程等】 

(1) 実施日程 

令和６年７月31日（水）午後２時から 

(2) 実施内容 

緊急時に確実に情報を受信できるかを確認するために、緊急時情報受伝達システ 

ムの発信訓練を電話とメールで行います。 

訓練結果の集約のため、電話の場合は、音声案内に沿って電話機の操作をお願い 

します。また、メールの場合は、メール本文に記載されたURLから開封状況の登録 

をお願いします。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  総務課 担当：奥田・佐土原  電話：411-7008 FAX：324-5904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 
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７ 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と 

「線引き（市街化区域と市街化調整区域の区域区分）見直し」 

都市計画市素案の説明会開催等について    

 

横浜市では、都市計画の基本方針である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（整開保）等」とこれに基づき行う「線引き」について、概ね６～７年ごとに定期的な

改定・見直しを行っており、現在、令和７年度の改定・見直しを目指して検討を進めて

います。 

このたび、本年１月から２月にかけて実施した意見募集の結果等を踏まえ、都市計画

市素案を作成しましたので、説明会等を実施します。 

つきましては、６月の配送便にて各自治会町内会長様あてにリーフレット等関係資料

をお送りいたします。 

 

【添付リーフレットについて】 

６月下旬以降、線引き見直し対象地区内の各戸に配布するほか、土地所有者等の皆様

に郵送しますので、ご承知おきください。 

 

 
【問合せ先】 

  ◇整開保等について 

都市整備局 企画課 担当：水谷・齊藤  電話：671-3749 FAX：664-4539 

◇線引き見直しについて 

建築局 都市計画課 担当：鶴和・河田・小池  電話：671-2658 FAX：550-4913  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 
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８ 災害時要援護者名簿の年次更新及び個人情報の保護と活用 

に関する研修会の開催について        
 

  平成 26年度から、区と協定を締結した自治会町内会に災害時要援護者名簿をお渡しし 

ています。 

今年度も、協定締結済みの自治会町内会を対象に「名簿の年次更新及び個人情報の保

護と活用に関する研修会」を開催いたしますので、御参加くださるようお願いいたしま

す。 

つきましては、６月下旬に福祉保健課から直接、郵便にて名簿提供の協定を締結して

いる各自治会町内会長様あてに御案内をお送りいたします。 

 
【開催概要】 

下記のうち御都合がよい日にお越しください。 
  ◇日 時：①令和６年８月 30日（金）18時から 19時まで 

②令和６年８月 31日（土）10時から 11時まで 

③令和６年９月２日（月）10時から 11時まで 

※３回とも同じ内容です。いずれも御都合が悪い場合は個別に調整させていただ 

きます。 
  ◇場 所：神奈川区役所 本館地下１階 機能訓練室、研究室 

◇参加者：情報管理者（自治会町内会長）及び今年度初めて情報取扱者になった方 
 

 

 

 ※提供資料はありません。 

 

 

 

【問合せ先】 

福祉保健課 運営企画係 担当：山口・氏家・砂子  電話：411-7131  FAX：316-7877 

 

 

 

 

 

 

参加依頼 
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９ 第５期かながわ支え愛プラン（神奈川区地域福祉保健計画）  

地区別計画の策定について          

 
2026（令和８）年度から 2030（令和 12）年度を計画期間とする第５期かながわ支え愛

プラン（神奈川区地域福祉保健計画）について、令和６年及び７年で計画を策定いたし

ます。 

各地区において、第４期計画の振り返り等を参考に、第５期地区別計画の素案の作成

をお願いいたします。 
 
 
 ※資料提供は連長までです。 
 
 
【問合せ先】 

  福祉保健課 事業企画担当 担当：野村・平尾・武山  電話：411-7136 FAX：316-7877 

 

 

 

10 「第 18回わが町かながわマナー違反一掃作戦」に 

ついて                
 

「清潔できれいなまち神奈川区」を目指し、区民・事業者の皆様と行政でポイ捨てご 

みの清掃、放置自転車等の対策を行う「わが町かながわマナー違反一掃作戦」を令和６ 

年９月 25日（水）（予備日９/26（木））に実施します。 

つきましては、地域の皆様の御参加について御配慮くださいますようお願いいたしま

す。また、８月に各自治会町内会長様あてに、配送便ではなく直接郵送にてポスターを

送付しますので、掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

【依頼内容】 

◇マナー違反一掃作戦への参加  
◇８月に送付するポスターの掲出 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 資源化推進担当：片岡・太田  電話：411-7091  FAX：323-2502 

 

参 加 依 頼 

掲出依頼（８月） 

協力依頼
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11 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 
 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最新の消費者被害等の事例

等をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」について、７月号を６月の

配送便にてお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 

 
 
 
 
【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：新田・長岡  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

 

12 令和６年度神奈川区住みよいまちづくり活動助成金の申請 

について                   
 

【事業の概要】 

  神奈川区住みよいまちづくり活動助成金について、令和６年度の活動申請書の提出を

お願いいたします。 
  対象は、地区連合町内会が主催、共催又は後援する 

① 青少年の健全育成 

② ３Ｒの推進 

③ 防犯            

の３事業に係る活動です。 

 

◇助成金額：地区連合町内会あたり55,000円の定額に、世帯数に10円を乗じた金額を 

加算 

◇提出期限：令和６年７月22日（月） 
 
  

※連長への依頼事項です。 
 
 
【問合せ先】 

地域振興課 担当：桑野・澤・太田  電話：411-7095 FAX：323-2502 

情報提供 

掲出依頼 



令和６年６月 18日 

自治会・町内会長 各位 

  神奈川県共同募金会神奈川区支会 

 会 長  河 原 史 郎 

日本赤十字社神奈川区地区委員会 

委員長  鈴 木 茂 久 

共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について（依頼） 

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃から、共同募金運動並びに日本赤十字社会費募集にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

この度、今年度の共同募金運動資材と来年度の日赤資材の「必要数」と送付先の確認をさせ

ていただきたくお願い申し上げます。 

大変ご多忙の中、恐縮ではございますが、別紙「募集用資材数、送付先確認票」にご記入い

ただきご郵送、または QRコードを読み取りご回答下さいますよう、お願い申し上げます。 

【送付文書】 

○依頼文（本文書）

○別紙 令和６年度共同募金・令和７年度日赤資材数確認票

（※日赤資材は発注時期が前年度のため令和７年度の確認となっています。）

○共同募金・日赤会費 資材一覧

○返信用封筒

記 

提出締切日：令和６年 7月 17日（水） 

提 出 先：神奈川区社協事務局 

提出の方法：郵送または QRコードを読み取り回答 

―留 意  事  項― 
資材送付希望がない場合は下記の資材のみお送りします。 

★ 共同募金

（実施要綱１冊、振込用紙、ポスター２枚）

★ 日本赤十字

（議案書１冊、振込用紙、ポスター３枚）

【事務局】 

神奈川県共同募金会神奈川区支会 

日本赤十字社神奈川区地区委員会

電 話：３１１一２０１４ 

FAX ：３１３－２４２０ 

担 当：菅原・田邊・後藤



令和６年度 共同募金 

令和７年度 日赤会費 

 

自治会町内会名  

                    担当者名：           連絡先：          

１.資材送付先確認  

（□にレ点をチェック願います。会館・その他の場合は住所等をご記入ください。） 

□会長宅  □会館  □その他  

【 会館・その他 の送付先】 

住所：                                             

氏名：                電話番号：                   

２.令和６年度 共同募金資材数 

（□にレ点をチェック願います。ご希望数がある時は、（ ）に必要数をご記入ください。） 

資材名 昨年度数 
送付希望数 

※どちらかご記入ください 

募
金
用
資
材 

①一般募金封筒  □昨年度同数 □（   ）枚 

②年末たすけあい封筒  □昨年度同数 □（   ）枚 

③共通封筒  □昨年度同数 □（   ）枚 

④寄附済証  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑤ボランティア委嘱状  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑥リーフレット（あかいはね）  □昨年度同数 □（   ）冊 

⑦赤い羽根  □昨年度同数 □（   ）枚 

 

３．令和７年度 日赤会費資材数（※次年度分の確認になります。） 

（□にレ点をチェック願います。ご希望数がある時は、（ ）に必要数をご記入ください。） 

資材名 昨年度数 
送付希望数 

※どちらかご記入ください 

⑧委嘱状  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑨日赤会費受領証（単位：枚）  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑩日赤会費チラシ  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑪日赤会費パンフレット（単位：冊）  □昨年度同数 □（   ）冊 

⑫日赤会費募集用封筒（単位：枚）  □昨年度同数 □（   ）枚 

※発送時期（令和７年４月下旬）前に資材が必要な場合は記入してください。【令和６年  月  日まで】 

※7月 17日（水）までにこちらの別紙にご記入の上郵送、または下記 QRコードを読み取りご回答ください。 

ご回答がない場合は昨年度と同様の内容で資材をお送りいたします。 

 

別紙 募集用資材数、送付先確認票 



共同募金 資材一覧 

① 一般募金封筒 ② 年末たすけあい封筒 ③ 共通封筒 

④ 寄附済証 

各戸に渡す募金の領収書 
⑤ ボランティア委嘱状 

募金を取りまとめていただく方にお渡しする 

⑥ リーフレット（あかいはね） 

⑦ 赤い羽根（シールと針があります） 



 

日赤会費 資材一覧 
 

 

    

 

 

                                                           

                                                        

    

 

 

 

 

  

                          

                                   

                                                       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

⑩チラシ Ａ４版 
⑫募集用封筒 

⑪ パンフレット Ａ５版 

日赤の活動、会費の使途について、

詳しく記載されている冊子です。 

⑧ 委嘱状 

募金活動を行う班長さん等に 

身分証明としてお渡しします。 

⑨ 受領証 

各戸の募金に対してお渡しします。

ただし、使用については任意です。   



各自治会町内会長 様 

健康福祉局ひきこもり支援課長 

「ひきこもり相談専用ダイヤル」チラシの掲示について 

 ひきこもりでお悩みのご本人やそのご家族からの相談をお受けする「ひきこ
もり相談専用ダイヤル」を、より多くの方に知っていただくため、掲示板にチラ
シの掲示をお願いします。

１ チラシのサイズ 
Ａ４片面１枚 

２ ひきこもり相談専用ダイヤルの概要 
「この先どうなるんだろう…」「家族としてどうしたらよいのか分からない」 
今のお困りごとや未来の不安ごとなど、悩んでいるお気持ち・状況を丁寧に

お聞きします。 

（１）電話番号
０４５－７５２－８４００

（２）対象となる方
横浜市内在住のひきこもり状態にあるご本人やそのご家族など。
（年齢は問いません）

（３）相談受付時間
月曜日～金曜日 ９時～12 時／13 時～17 時 （祝日・年末年始を除く）

担当 健康福祉局ひきこもり支援課 長谷川、加藤 
電話 045-752-8463
FAX 045-664-0403
E-mail kf-hkshien@city.yokohama.jp

区 連 会 ６ 月 定 例 会 資 料 

令 和 ６ 年 ６ 月 1 8 日 

健康福祉局ひきこもり支援課 



一緒に考えてくれる人
がいるのは心強いです

情報をもらえたので
助かりました

気持ちをきいてもらえて
心が少し楽になりました

自分だけじゃない、
と気がつけました

ひきこもりの悩みを
お話ししてみませんか？

横浜市健康福祉局ひきこもり支援課と横浜市青少年相談センターが共同運営しています。

ひきこもり相談専用ダイヤル

ホームページへの
リンクはこちら▼

誰にでも起こりうることで特別なことではありません

年齢
不問無料 秘密

厳守
匿名
ＯＫ

月～金曜 9:00～12:00／13:00～17:00（祝日・年末年始を除く）

045-752-8400



よこはまテレビ・プッシュの開始について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  テレビを使った情報伝達サービス（※別紙チラシご参照）に 
対して補助金を交付する事業を開始しました。 
災害時の情報取得に不安を感じていらっしゃる方は、是非、 

補助制度をご活用ください。 
※ 広報よこはま６月号に掲載しています。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。  

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 補助制度の概要 

（１）事業目的 

   テレビを使った情報伝達サービスに対して、市が補助を行うことで、スマ

ートフォンをお持ちでない方など災害情報の取得に不安を感じている方も

確実に災害情報が入手できるように支援を行います。 

（２）対象者 

   「横浜市民」 かつ 「災害情報の取得に不安を感じている方」 

（３）補助額 

   初期費用 28,600円（税込） 

   （内訳）専用機器代金 16,500円（税込） 

設置設定費用 12,100円（税込） 

（４）その他費用 

   サービス利用料として、月額 550円（税込）がかかります。（※） 

   （※）ご利用には、インターネット環境が必要になります。 

  
４ お申込み・資料請求・お問い合わせについて 

  イッツ・コミュニケーションズ株式会社が申込等を受け付けています。 

  （電話） 0120-109-199（受付時間 9:30～18:00） 

  （メール） info@itscom.jp 

 

 

 
 
 

市連会６月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 1 2 日 
総 務 局 緊 急 対 策 課 

総務局緊急対策課 
担当 山本、若狭 
電話  045-671-2143 /FAX 045-641-1677 
メール so-kinkyu-musen@city.yokohama.jp 

mailto:info@itscom.jp






区役所地下１階機能訓練室 定員20名
① ７月26日（金）10：00～12：00
② ７月27日（土）10：00～12：00
※両日ともに同じ内容で実施します。

申込締切 ７月19日（金）

内容

１ 神奈川区防災特性と自助の取組紹介

２ 共助の取組の事例紹介

３ グループに分かれて各自治会町内会等の活動
状況を共有

隣の自治会や地域防
災拠点との連携はど

うしている？

【参加対象者】
自治会・町内会等の防災担当者
※皆様でご参加ください！

お申し込み方法については
別紙 をご覧ください

幅広い世代を運営
に巻き込みたい！

神奈川区「 共助の取組 」支援セミナー

「町の防災組織」の防災力向上（共助）をお手伝いする支援セミナーを開催します！

能登半島地震の
ボランティア体験談
も紹介します！

講師

認定NPO法人 かながわ311ネットワーク
【活動内容】
・小中学校、自治会等を対象とした防災教育
・被災地へのボランティア支援 など

石川県輪島市

場所
日時

内容

防災のお悩みをプロや他の自治会等に相談！

電子申請はこちら



神奈川区「共助の取組」支援セミナー 参加申込書

別 紙

セミナーにご参加いただける方は、必要事項をご記入のうえ
下記担当宛てにFAXまたは郵送でご提出をお願いします。
また、二次元コードからオンライン申請も可能です。

自治会
町内会名 参加者お名前 電話番号 参加希望回

（記入例）
○○自治会 神奈川 かめ太郎

○○〇-△△△-
□□□□ ①

区役所地下１階機能訓練室 定員20名
① ７月26日（金）10：00～12：00
② ７月27日（土）10：00～12：00
※両日ともに同じ内容で実施します。
定員に達し、希望回に参加ができない場合に
のみご連絡します。

申込締切 ７月19日（金）

提出先
〒221-0824
神奈川区広台太田町3-8
神奈川区役所総務課
担当：木和田 河合
電話：045‐411-7004
ﾌｧｸｽ：045‐324-5904

オンライン申請は
こちらから

場所
日時



神 総 第 3 7 2号  

令和６年６月18日 

 

地区連合町内会長 各位 

 

神奈川区総務課長 

宍戸 史織 

 

緊急時情報受伝達システムの発信訓練の実施について（依頼） 

 

入梅の候 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃から神奈川区の防災につきまして、御理解御協力いただきありがとうございます。 

さて、神奈川区では、令和２年度から避難指示などの情報を一斉にお知らせする「緊急時情

報受伝達システム」を運用していますが、令和６年７月31日(水)に登録情報を使用した発信訓

練を実施いたします。 

 

１ 訓練実施日程等 

(1) 実施日程 

令和６年７月31日（水）午後２時から 

(2) 実施内容 

緊急時に確実に情報を受信できるかを確認するために、緊急時情報受伝達システムの発

信訓練を電話とメールで行います。 

訓練結果の集約のため、電話の場合は、音声案内に沿って電話機の操作をお願いします。

また、メールの場合は、メール本文に記載されたURLから開封状況の登録をお願いします。 

 

２ その他 

電話番号：０５０－３１９６－３３００ 

  メールアドレス：kg-bousai@city.yokohama.jp 

※こちらの電話番号及びメールアドレスから情報を発信しますので、当該電話番号等から

の連絡やメールを受け取れるよう、設定をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

裏面あり 

 



 

【参考】緊急時情報受電達システムとは 

 災害発生時の重要な情報を地域のみなさまに速やかにお伝えするため、避難指示や避難場所の開

設状況などの情報を一斉に電話とメールでお知らせするシステムです。 

 

１ 主に活用が想定される場面 

  台風接近等により区長又は市長が区内の一部に避難指示等を発令し、避難場所を開設するとき 

 

２ 情報伝達の流れ（例） 

気象警報等による避難指示の発令 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて、区役所から各団体へ個別に御連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 情報発信元 

  ● 電話番号：０５０－３１９６－３３００ 

  ● メールアドレス：kg-bousai@city.yokohama.jp 

  ※ こちらの電話番号及びメールアドレスから情報を発信しますので、当該電話番号等からの

連絡やメールを受け取れるよう、設定をお願いいたします。 

 

 

御不明な点がありましたら、担当までお気軽に御相談ください。 

 

担当 神奈川区総務課 奥田、佐土原  

      電話 045‐411‐7008  

   F A X  045‐324‐5904  

【電話の場合】 

・各団体の登録された番号に電話します。 

・電話をおとりください。 

・機械による自動音声で情報をお伝え 

します。 

【メールの場合】 

・各団体の登録されたメールアドレスにメール

します。 

・メールを開封してください。 

・メール本文で情報をお伝えします。 

例：〇町の一部に避難指示を発令しました。 

  避難を開始してください。開設避難場所は△△です。 

  ※ 聞き逃した場合でも、情報を繰り返し聞くことが可能です。 

mailto:kg-bousai@city.yokohama.jp


 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と 

「線引き（市街化区域と市街化調整区域の区域区分）見直し」 

都市計画市素案の説明会開催等について【情報提供】 
 

１ 趣旨 

本市では、都市計画の基本方針である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開

保)等※１」とこれに基づき行う「線引き」について、概ね６～７年ごとに定期的な改定・見

直しを行っており、現在、令和７年度の改定・見直しを目指して検討を進めています。 

このたび、本年１月から２月にかけて実施した意見募集の結果等を踏まえ、都市計画市素

案を作成しましたので、説明会等を実施します。 

 

※１整開保等 

都市計画の目標や土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業等に関する主要な都市計画の   

決定方針 等 
 

２ お願いしたいこと 

【地区連合町内会長・単位町内会長の皆様】 

６月下旬以降、説明会の概要等を掲載したリーフレット（添付資料）を線引き見直し対象

地区内の各戸に配布するほか、土地所有者等の皆様に郵送しますので、ご承知おきください。 

また、地域の方からお問合せがあった場合、建築局都市計画課までご案内ください。 
 

３ リーフレットの主な内容  

  ・都市計画市素案の説明会（会場、日程等）について    ・・・P２ 

・都市計画市素案の概要について（整開保等、線引き）   ・・・P３～５ 

・今後の都市計画手続について              ・・・P６ 
 
４ リーフレットの配布等について（予定） 

①各戸配布（線引き見直し対象地区内）          ・・・６月下旬より実施 

②土地所有者等へ郵送（線引き見直し対象地区内）     ・・・６月下旬より発送 

③建築局都市計画課（市庁舎 25階）、市民情報センター（市庁舎３階） 

 各区役所区政推進課、ＰＲボックス               ・・・６月下旬より配架 

④横浜市ホームページ掲載                ・・・６月３日より掲載済 

 
 

○整開保等の改定に関すること 

【担 当】都市整備局企画課 水谷、齊藤 

【連絡先】６７１－３７４９ 
○線引き見直し、説明会に関すること 

【担  当】建築局都市計画課 鶴和、河田、小池 
【連絡先】６７１－２６５８ 

区連会６月定 例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 １ ８ 日 
都 市 整 備 局 企 画 課 
建 築 局 都 市 計 画 課 











〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

被害に遭わないために
□  非通知や知らない電話番号には、 

出ない、聞かない、掛け直さない！ 
□  事業者の本来の連絡先を自分で調べ、

問い合わせる！

✓

✓

消 情費 報生 活

くくららししナビナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター
“お互いに 一声かけて見守りを！”

月次相談リポート

電力会社や通信会社を装う電力会社や通信会社を装う
不審電話やメールにご注意！不審電話やメールにご注意！

令和６（2024）年　７月号

  「未払い利用料金のお知らせ」との電話やメールが届き、

事業者に連絡すると金銭の支払いを要求されたので、慌て

て応じてしまった。

　悪質事業者が、実在する大手事業者をかたり電話やメー

ル等を送る、根拠のない架空請求が横行しています。

　「電気を止めます」など、不安をあおるような脅し文句が

書いてある事例もあります。身に覚えのない請求は支払わ

ず、知らない電話番号には連絡しないようにしましょう。
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